
「桑名市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」（平成17年条例第41号）の規定に基づき、桑名市職員の
給与や部門別職員数などを公表いたします。

１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、平成２３年４月１日現在の人数である。

(3) 特記事項

(4) ラスパイレス指数の状況（平成２３年４月１日現在）

（注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数の平均である。
　　　３　桑名市の地域手当補正後のラスパイレス指数は、23年度99.9である。

桑名市の人事行政の運営等の状況について

4,193,1111,079

区　　分

千円
23年度

6,615,660

職員数

　　　　　　Ａ

1,614,668

139,466

人

期末・勤勉手当

一人当たり給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 （参考）類似団体平均

807,881 6,293

千円

職員手当

21.69,663,757

給与費 B/A

　　　　　　　　　　　％

一人当たり給与費　　計　　Ｂ

1,219,012

6,132

千円

20.2

　　　　　千円

　　　　　千円

区　　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（23年度末）

47,829,284

　　　　　千円

給　 料

千円

（参考）

Ｂ／Ａ　　　　　　Ｂ 22年度の人件費率

　　　　　　％

人 件 費 人 件 費 率実 質 収 支

23年度

千円

人　 　　　　　　　千円

(H18)

97.9
(H18)

97.6
(H18)

97.4

(H23)

99.9

(H23)

99.9 (H23)

98.8

90

95

100

105

桑名市 類似団体平均 全国市平均
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（平成２４年４月１日現在）

※「参考値」は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定特例法による措置がないとした場合の値である。

２ 一般行政職給料表の状況（２４年４月１日現在）
（ 単位： 円）

（注） 給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２４年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注）　国家公務員欄における括弧書きは、給与改定特例法による措置がないとした場合の値（減額前）である。

平均年齢

307,800 

区　　分

243,700 

１号給の
給料月額

３級 ４級

149,800 

388,300 
最高号給の
給料月額

332,546

337,818

43.2

304,944（329,917）国

（国ベース）

320,600 

６級５級

289,200 

１級 ２級

121,600 

類似団体

43.2

42.8

43.1

平均給料月額

三重県

366,200 

桑名市

８級

413,000 

478,200 400,600 422,600 

７級

456,200 

―

354,700 

222,900 261,900 

406,153331,638

平均給与月額

396,971

―

444,153

367,852

373,603

平均給与月額

372,906（401,786）

(H19)

98.9
(H19)

97.7

(H19)

97.9

(H24)

108.7
(H24)

107.3
(H24）

106.9※参考値

(Ｈ24)

100.5

※参考値

(Ｈ24)

99.1

※参考値

(Ｈ24)

98.8

90

95

100

105

110

桑名市 類似団体平均 全国市平均
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②技能労務職

　　　　

 桑  名  市 歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

（注）　国家公務員欄における括弧書きは、給与改定特例法による措置がないとした場合の値（減額前）である。

③教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、２４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤　　　　　 

　　　　務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明ら

　　　　かにされているものである。　

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特　　　
　　　　殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算し

　　　　たものである。

（2) 職員の初任給の状況（２４年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（注）　国家公務員欄における括弧書きは、給与改定特例法による措置がないとした場合の値（減額前）である。

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２４年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

353,235類似団体 48.6 71 324,908 371,761

307,506（323,181）国 49.7 3,479 270,465（285,030） ―

三重県 47.9 ― 334,372 392,256 ―

うち用務員 57.8 19 268,373 282,396 278,837

うち給食調理員 52 27 268,996 282,364 278,611

平均年齢 職員数 平均給料月額
（Ａ） （国ベース）

区　　　分

公　　務　　員

51.8 84 293,074 323,207

平均給与月額

308,797

うち清掃職員 48.4 25 326,083 383,549 351,742

364,572

249,600

一般行政職

192,800

212,700

168,600

288,400

経験年数１５年

266,400

中　学　卒

273,400

区　　　　分

幼稚園教諭職

―

中　学　卒

短　大　卒

大　学　卒

大　学　卒幼稚園教諭職

237,600

―

144,500

大　学　卒

144,500140,100

178,800

313,800

桑 名 市

経験年数１０年

419,443

高　校　卒

360,440

平均年齢

41.6

区　　分

371,385

44.3

三　重　県

平均給料月額 平均給与月額

319,404

高　校　卒

172,200

三重県

44.8

一般行政職

―

133,417（140,100）140,100

技能労務職

平均給与月額

桑名市

区　　　　　分

類似団体

高　校　卒

―

技能労務職

大　学　卒 315,082

300,360

293,176

―高　校　卒 315,400

経験年数２０年

398,556

―

354,600

304,200

――

―

376,088

国

370,300

一般職163,986（172,200）

371,381

短　大　卒 326,040
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４　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（２４年４月１日現在）

（注）１　桑名市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

７　　級

８　　級

　　　　　　　　％
次長

６　　級

主査

主任、主事

　　　　　　　　人

５　　級

４　　級

３　　級

3.0

　　　　　　　　人

75 14.3

　　　　　　　　％

2.5

16

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

36

18.5

課長補佐、係長

標準的な職務内容

　　　　　　　　人

92 17.6

6.9
主事

　　　　　　　　人

21.4

構成比

112

83

　　　　　　　　％

区　　分

課長、主幹

職員数

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

97

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

15.8

　　　　　　　　％

13

主事２　　級

１　　級

部長

１級 6.9% １級 6.2% １級 4.7%

２級 15.8% ２級 15.3%
２級 13.4%

３級 18.5% ３級 19.2% ３級 22.8%

４級 17.6% ４級 17.0% ４級 14.9%

５級 21.4% ５級 21.6% ５級 21.6%

６級 14.3% ６級 15.3% ６級 17.6%

７級 3.0% ７級 3.2% ７級 2.7%

８級 2.5% ８級 2.2% ８級 2.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２４年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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（2) 昇給への勤務成績の反映状況
　

５　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（23年度支給割合） （22年度支給割合） （22年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

５～２０％ ５～２０％ ５～２０％

１５～２５％ １０～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

（2) 退職手当（２４年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 同　右 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　　　　　無し　　　　　　　　） 定年前早期退職特例措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 （２％～２０％加算）

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２３年度に退職した職員に支給された平均額である。

1,386

桑　　　　　　名　　　　　　市 三　　　　　　重　　　　　　県

役職加算

桑　　　　　　名　　　　　　市

23.50 30.55

33.50

0.65

１人当たり平均支給額（23年度）

所属長の内申による勤務評定を行い、昇給日前１年間の勤務成績が良好であったかを確認している。

―

国

1.35 1.352.60

0.651.45

41.34

59.28

1.45

41.34

管理職のみ勤務評定により加算を行っている。

国

0.65

役職加算

30.55

1.45

管理職加算

役職加算

59.2847.50

2.60

１人当たり平均支給額（23年度）

1.35

1,604

23.50

59.28

11,122

47.50

59.2859.28

33.50

25,811

管理職加算

59.28

2.60
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 (3) 地域手当

（２４年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

 (4) 特殊勤務手当（２４年４月１日現在）

千円

　円

　％

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）公営企業（上下水道）を除く。

1日：300円

庁外における社会福祉
業務に関する現業に1
日4時間以上従事した
時

行旅病人の取扱い、保
護業務又は行旅死亡人
の収容業務

主な支給対象職員

28,796

国の制度（支給率）

401職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 23 年 度 決 算 ）

手当の種類（手当数） ５　種　

桑名市

支給率

行旅病人処理：1件1,500円
行旅死亡人処理：1件3,000円

83,878支給職員１人当たり平均支給年額（23年度決算）

258

支 給 実 績 （ 23 年 度 決 算 ）

環境政策課職員 動植物の防疫作業

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 22 年 度 決 算 ）

122

職員全体に占める手当支給職員の割合（23年度）

塵芥処理作業に1日4時
間以上従事した時

左記職員に対する支給単価

深夜勤務：5時間以上1回
　　　　　　  500円
消火作業：1回300円

消防職員が正規の勤務
時間として深夜に勤務し
た時または、火災等の
災害もしくは救急救助の
ため出勤した時

主な支給対象業務

21.3

福祉総務課職員

じんかい処理作業従事
手当

清掃センターに勤務するじんかい
処理に従事する職員

消防職員の特殊勤務手
当

3

社会福祉事務所、療育センター
職員

社会福祉業務従事手当

消防本部、消防署（分署）に勤務
する職員

支給対象地域

3

139,995

支給職員１人当たり平均支給年額（23年度決算）

支給実績（23年度決算－地域手当）

防疫業務従事手当

手当の名称

行旅病人、同死亡人の
処理従事手当

支給実績（23年度決算）

支給対象職員数

1,100

支 給 実 績 （ 22 年 度 決 算 ）

286,119

259,247

社会福祉に関する現業手当：
日額200円
療育センターに勤務する職員
の手当：日額100円

日額800円
動物等死骸処理：1件600円
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（6) その他の手当（２４年４月１日現在）

円

円

円

円

円

（23年度決算）

扶養手当

住居手当

国の制度と
異なる内容

同

・公共交通機関利用者
運賃等相当額（定期券
等）
　支給限度額‥‥55,000
円
・交通用具使用者
　片道2㎞以上の職員に
対し通勤距離に応じて
　‥‥2,000円～24,500
円

80,808

内容及び支給単価

異

・借家・借間居住者
　家賃が12,000円を超え
るものにつき支給
　最高額‥‥27,000円
・持家
　新築・購入された日より
　5年間…2500円

との異同
（月額）

管理又は監督の職にあ
る職員に支給
…最高月額　83,600円

手　当　名

86,362

千円
持家
…2,500円

134,520 千円

千円通勤手当

管理職手当

・配偶者‥‥13,000円
・配偶者がいない場合の
1人目　　‥‥11,000円
・上記以外の扶養親族
　　　　　‥‥6,500円
・16歳から22歳までの子
がいる場合
　　　　‥‥5,000円加算

同

同

（23年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

250,163

191,339

千円

37,088

国の制度

80,872

635,985

支給実績
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６　特別職の報酬等の状況（２４年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

退職時給料月額×在職年数×100分の450 円

退職時給料月額×在職年数×100分の280 円

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

７　職員数の状況

(1)採用状況（平成24年4月1日現在）

※職員の採用は、行政需要の動向や今後の退職予定者数などを考慮して行っています。

　また、退職者のゆたかな知識と経験を活用するため、条例に基づき再任用制度を実施しています。

　平成24年4月1日の再任用職員数は、34人です。（表の数には含まれません。）

医療職

区分 採用人数

一般職

消防職 3人

781,000

0人

35人

0人

任期毎8,484,784

504,000

議 員

3.95

2.95

給 料 月 額 等

（参考）類似団体における最高／最低額

338,800

1,028,000

区 分

議 長

給

料

合計

32人

997,160

　　（23年度支給割合）

510,000
報

酬

760,000

757,570

460,000

備　　　　考

技能職

期
末
手
当

副 市 長

副 市 長

市 長

　　（23年度支給割合）

副 市 長

市 長

590,000

市 長

議 員

副 議 長

教育職

退
職
手
当

副 議 長

議 長

0人

420,100

366,600

任期毎17,948,880

481,000

1,075,000

883,000

670,000

620,000
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(2)職員の退職状況（平成23年度）

　

※平成23年度の退職者数は表のとおりです。

（３)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

0人医療職 0人 0人

38人

△8    

＜参考＞

[     0   ］

△17    

2人

△6    

7人 6人 51人

技能職 3人 0人 0人 3人

消防職

1    

0    
主に組織改革に伴う減

42人

合計普通退職等

44.6

1    

41    

公
　営会
　企計
　業部
　等門

消防業務の拡充による増
教育部門

合　　計

0    

＜参考＞

主に退職者不補充による減

△18    

主に業務の見直しによる減

定年退職

△10    

82.9

76.2

組織改革に伴う減
2    

組織改革に伴う減

92    

平成23年

[    1,377   ］

2    

9    

農林水産

△1    税　　　務

184    
土　　　木

12    

民　　　生

633    

246    

2人

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

47.8

そ　の　他 38    

3人

勧奨退職

33人 6人

△1    

9    

労　　　働

1,080    

32    

91    

247    

184    

1,174    

94    

消防部門

計

水　　　道

小　計

一般職

教育職

1人 0人 1人

98    

小　計

衛　　　生

201    193    

623    

93    

1,063    

議　　　会

区分

合計

職 員 数

0    
164    

1人 1人

商　　　工

対前年
増減数

38    

[    1,377   ］

22    
△2    

1,156    

業務の充実による増

＜参考＞

34    
下　水　道

1    

23    
32    

下水道業務充実による増

2    
34    

40    

平成24年

11    

159    

0人

普
通
会
計
部
門

総　　　務

一
般
行
政
部
門

主 な 増 減 理 由

△5    主に組織改革に伴う減

92    

△1    

0    

4人

主に組織改革に伴う増

66.2

9



（４)年齢別職員構成の状況（２４年４月１日現在）

　

（注）５年前は旧松阪市の構成比である。

(５)職員数の推移

（単位： 人・％ ）

年度

　部門別

（注） １ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。
　２ 合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。

～

52歳

124

59歳51歳 55歳

134 92 1,15614

人 人 人

132

人

170

計

44歳

～ ～

56歳

～

48歳 60歳

～

区　分

未満

34
～

88

人

23歳 27歳

24歳

94

1,402

公営企業等会計計

43歳

670

20歳
～

２１年

114

205

２２年

総合計 

一般行政

209

過去５年間の

人

47歳

36歳28歳

221

～ ～

40歳20歳 32歳

△ 2971,1561,453

35歳

1,174

増減数（率）

247

△ 30 ( △13.5)

307 93

△ 651,128

325

1,197

1,116 1,103

308

1,424

149

人

31歳

消　防

3 102
職員数

１９年 ２０年

人人 人

223

657

人人

△ 232

238

94

教　育

1,080普通会計計

人

235

633

1,095

242

656

２３年

( △7.0)

246

193

238 12

648

～

以上39歳

２４年

( △5.8)

623

201

△ 47

1,063

( 5.1)

( △71.4)

( △20.4)

0

2

4

6

8

10

12

構成比

５年前の構成

比

%
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８　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、２４年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２４年４月１日現在）

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（23年度支給割合） （23年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算　５～１５％ 役職加算　５～１５％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

平均月収額

2,013,649

Ａ  

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

千円　
23年度

Ｂ　

職員給与費比率

総費用

％

143,330 27,589
23年度

平　均　年　齢

274,712

千円　

△ 27,379

　　　　　　区　　分

34

基本給

千円

55,061 225,980

　　　　　千円千円人

　　　　　　Ａ

　　　　千円

給　 料

千円

　　　　給与費 　　B/A

13.6

22年度の総費用に占

期末・勤勉手当職員手当

2.60

公営企業職員

１人当たり平均支給額（23年度）

　質収支

2.60

0.65

1.35

1.45

区　　分

１人当たり平均支給額（23年度）

千円

一人当たり給与費

千円

　　計　　Ｂ

6,647

1.35

5,926

47.3

-

桑 名 市 378,530 553,872

1,619

桑名市一般行政職

-

1,386

純損益又は実 総費用に占める

一人当たり （参考）市町村平均

める職員給与費比率　　　　　　Ｂ／Ａ

14.2

％

11



イ　退職手当（２４年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 同左

（退職時特別昇給 無し ） （退職時特別昇給 無し ）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、23年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当

（２４年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（２４年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 23 年 度 決 算 ）

支給職員１人当たり平均支給年額（21年度決算）

支 給 実 績 （ 23 年 度 決 算 ） 8,547

251

33.50

職員全体に占める手当支給職員の割合（23年度）

0　種　　　　

桑名市一般行政職

23.50

4,596

47.50

59.28

24,350

59.28

59.28

59.28

47.50

41.34

30.55

0

3

一般行政職の制度（支給率）支給対象地域

34

0.0

0

支給実績（23年度決算）

支給対象職員数

全職員

30.55

支給率

支給実績（23年度決算）

25,81111,122

41.34

59.28

135,170

3

桑名市公営企業職員

33.50

59.28

23.50

支 給 実 績 （ 22 年 度 決 算 ） 9,131

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 22 年 度 決 算 ） 261

手当の種類（手当数）

支給職員１人当たり平均支給年額（23年度決算）

12



カ　その他の手当（２４年４月１日現在）

円

円

円

円

　(２)　下水道事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、２４年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

千円

89,103 15,902 33,201 138,206 6,283

　　　　給与費 　　B/A

5,926
23年度

人 千円 千円 　　　　　千円 千円

22

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 一人当たり給与費

一人当たり （参考）市町村平均

23年度
　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

3,288,173 △ 57,294 168,909 5.1

22年度の総費用に占　質収支

区　　分 総費用 純損益又は実 総費用に占める

81,309

平均支給年額

支給職員１人当たり

226,000

224,655

（23年度決算）

支給実績

3,352 千円

同

手　当　名 内容及び支給単価

同

千円678

扶養手当

558,748

通勤手当

・公共交通機関利用者
運賃等相当額（定期券
等）
　支給限度額‥‥55,000
円
・交通用具使用者
　片道2㎞以上の職員に
対し通勤距離に応じて
‥‥2,000円～24,500円

2,602 千円同 －

管理職手当
管理又は監督の職にあ
る職員に支給
…最高月額　83,600円

－

千円6,515

一般行政
職の制度と
異なる内容

（23年度決算）

－

・配偶者‥‥13,000円
・配偶者がいない場合の
1人目　　‥‥11,000円
・上記以外の扶養親族
　　　　　‥‥6,500円
・16歳から22歳までの子
がいる場合
　　　　‥‥5,000円加算

一般行政
職の制度と
の異同

・借家・借間居住者
　家賃が12,000円を超え
るものにつき支給
　最高額‥‥27,000円
・持家
　新築・購入された日より
　5年間…2500円

同 －住居手当

Ａ  

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

　　　　　　Ａ

Ｂ　

職員給与費比率

　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

4.9

千円

13



② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２４年４月１日現在）

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（23年度支給割合） （23年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算　５～１５％ 役職加算　５～１５％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（２４年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 同左

（退職時特別昇給 無し ） （退職時特別昇給 無し ）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、23年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当

（２４年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（２４年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

支 給 実 績 （ 23 年 度 決 算 ） 6,295

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 23 年 度 決 算 ） 274

支給職員１人当たり平均支給年額（23年度決算） 0

職員全体に占める手当支給職員の割合（23年度） 0.0

手当の種類（手当数） 0　種　　　　

全職員 3 23 3

支給実績（23年度決算） 0

支給実績（23年度決算） 2,872

支給職員１人当たり平均支給年額（21年度決算） 124,863

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

11,122 25,811 24,726

33.50 41.34 33.50 41.34

47.50 59.28 47.50 59.28

桑名市一般行政職 桑名市公営企業職員

23.50 30.55 23.50 30.55

公営企業職員

１人当たり平均支給額（23年度） １人当たり平均支給額（23年度）

1,386 1,476

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

桑 名 市 45.7 349,773 511,806

59.28 59.28 59.28 59.28

2.60 1.35 2.60 1.35

1.45 0.65 - -

桑名市一般行政職
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カ　その他の手当（２４年４月１日現在）

円

円

円

円

82,992

管理職手当
管理又は監督の職にあ
る職員に支給
…最高月額　83,600円

同 － 1,820 千円 606,740

通勤手当

・公共交通機関利用者
運賃等相当額（定期券
等）
　支給限度額‥‥55,000
円
・交通用具使用者
　片道2㎞以上の職員に
対し通勤距離に応じて
‥‥2,000円～24,500円

同 － 1,826 千円

215,091

住居手当

・借家・借間居住者
　家賃が12,000円を超え
るものにつき支給
　最高額‥‥27,000円
・持家
　新築・購入された日より
　5年間…2500円

同 － 835 千円 166,900

扶養手当

・配偶者‥‥13,000円
・配偶者がいない場合の
1人目　　‥‥11,000円
・上記以外の扶養親族
　　　　　‥‥6,500円
・16歳から22歳までの子
がいる場合
　　　　‥‥5,000円加算

同 － 2,366 千円

支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 （23年度決算） 平均支給年額

（23年度決算）

一般行政
職の制度と
の異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給実績
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９　勤務時間その他勤務条件の状況

（１）勤務時間

　一日の勤務時間数は、8時30分から17時15分までの週38時間45分勤務で、原則週休2日制となっています。

　市民サービスの向上、業務の効率化などの目的で、勤務時間帯をずらしたり、交代制勤務としたりするなど、業務内容に

　よって異なる勤務形態をとっています。

（２）休暇制度

　休暇には大きく次の4つがあります。

：1年（暦年）あたり20日間与えられます。残日数がある場合は、20日を限度として翌年に

　繰り越すことができます。

：病気療養に必要な期間（90日以内）について有給で与えられます。

：特定の事由に基づいて有給で認められます。結婚休暇、忌引休暇、産前産後休暇、夏季休暇などです。

：配偶者等の介護が必要な期間（連続する6月以内）について取得できます。(無給)

１０　分限及び懲戒処分の状況
（１）分限処分の状況(平成23年度)

分限処分は、公務能率を維持することを目的として、心身の故障や職に必要な適格性を欠くなど一定の事由がある場合に、

職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分です。その種類として、免職、降任及び休職があります。

平成23年度の分限処分の状況は表のとおりです。

（２）懲戒処分の状況

懲戒処分は、職員が法令や職務上の義務等に違反した場合に道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を

維持することを目的とする処分です。その種類として、免職、停職、減給および戒告があります。

平成23年度の懲戒処分の状況は表のとおりです。

１１　職員の服務の状況
服務に関する基本原則の概要

　①年次有給休暇

　②病気休暇

休職

　③特別休暇

　④介護休暇

免職

3人

戒告

3人

営利企業等の従事制限

基本原則

職務専念義務 職員は全体の奉仕者として、勤務時間中全力で職務を遂行しなければなりません。

職員は職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる行為をしてはいけません。

営利企業等に従事することは制限されており、従事する場合は許可を受けなければなりません。

概要

免職

0人

停職

3人

職員は争議行為等が禁止されています。

0人

降任

1人

守秘義務

政治的行為の制限

職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。

職員は政党その他政治団体の結成等に関与する等の政治的行為が禁止されています。

信用失墜行為の禁止

減給

0人

争議行為等の禁止
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１２　職員研修及び勤務成績の評定の状況(平成23年度)

（１）研修実施状況

　　①独自研修実施状況

実施日数

②派遣研修実施状況

③職場研修実施状況

　毎月1回各職場で実施

　　　テーマ・・・人権研修　　　　述べ人数　１１，５３２人

　　　　　　　　　　　公務員倫理研修　述べ人数　　７，７６１人

交通安全研修

19人 2日

41人 25日

24人 2日

3日

北勢四市合同研修

特別研修

受講者数

監督者一次研修

2日18人

行政法研修

1日8人

27人

職場風土改革研修

18人

130人 1日

1日20人

20人 1日

383人 1日

人権大学講座卒業生フォローアップ研修

技能労務職員等研修

2日

おもてなしの心コンテスト見学

56人

56人

5人

1日83人

2日17人

法制執務研修

手話講習研修

基本研修

新規採用職員研修(前期・後期)

メンタルヘルス研修

同和問題職員三次研修(参画型)

同和問題職員一次研修

同和問題職員二次研修

1日19人

同和問題職員三次研修(フィールドワーク)

接遇・住民満足度向上研修

民間企業体験学習

58人 1日

上級職員研修

287人

2日22人

23人

監督者二次研修

17人

同和問題職員二次研修(参画型)

同和問題職員三次研修

1日

派遣人数

3日50人人権啓発推進人研修(フィールドワーク)

プレゼンテーション研修

監督者三次研修

監督者研修

1日

1124人 7日

149人

管理者Ⅱ部研修

2日

3日197人

172人 1日

1日137人

37人 6日

10日

研修名

26人

21人 1日

地方自治制度研修

救急救命講習研修

2日

2人

9人

1人

3人三重県人権大学講座

三重県自治会館組合他

市町村アカデミー

国際文化アカデミー

自治大学校

128人

1日

派遣先

12人 1日

1日40人

臨時的任用職員研修

2日

保育士研修

公務員倫理研修（全職員）

公務員倫理研修（管理職）

3日

17



④自主研修

　自主研究グループ　　　　３組

１３　職員の福祉及び利益の保護の状況

　　　　地方分権が進展していく中で、厳しい行財政運営を効果的・効率的に展開していくため、公務能率の向上を目的とした

福利厚生制度を実施しています。

平成23年度においては、次のような事業を行っています。

（１）健康管理事業について

　　労働安全衛生法及び各任命権者の安全衛生管理規定に基づき、事業者責任として、職員の安全と健康を確保するため

　　下記の健康管理事業を実施しています。

（２）桑名市職員共済組合について

　　　地方公務員法第42条に定められる地方公務員の厚生制度(職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項)を

　　　効率的・効果的に実施するため、職員共済組合の実施する下記の事業に対し助成しています。

　①職員共済組合への補助金の状況

補助対象事業

（３）その他の福利厚生事業について

　　　職員の共済制度については、地方公務員等共済組合法に基づき共済組合が、公務災害補償については、地方公務員

１４　公平委員会の業務の状況

（１）公平委員会の概要

　　公平委員会は、地方公務員法第7条第3項の規定により設置され、又、処理する事務は、同法第8条第2項において定められています。

　　その主な内容は次の通りです。

　 　・職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること

　・職員に対する不利益な処分についての不服申し立てに対する決裁又は決定をすること

　・職員の苦情を処理すること

（２）公平委員会の業務の状況(平成23年度実績)

職員の共済制度については、地方公務員等共済組合法に基づき共済組合が、公務災害補償について
は、地方公務員災害補償法に基づき地方公務員災害補償基金が、それぞれ主体となり制度を実施して
います。

２，３０７千円

メンタルヘルス事業、動脈硬化検査事業に要した経費を補助しています。

補助金の決算額

その他の福利厚生事業

不利益処分についての不服申し立て

健康管理事業の決算額 ４，００６千円

脳ドック、人間ドック費用助成事業に補助をしています。

苦情の処理

桑名市

0

0

0

業務の種別

勤務条件に関する措置の要求

快適な職場環境を実現し職員の安全と健康を確保するため、安全衛生管理事業、メ
ンタルヘルス事業等を実施しています。

定期健康診断

特殊健康診断

その他の健康管理事業

事業の名称 事業の内容

職員の一般的な健康状態を把握し、適切な就業上の措置や保健指導を実施すること
を目的としています。

有害な業務に常時従事する職員に業務上疾病が発生するのを予防することを目的に
実施しています。
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